
相模原市介護予防サポーター事業実施要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、介護予防に関する普及啓発活動及び地域活動を継続的に発展さ

せることを目的として、その活動の担い手となる、介護予防サポーター(以下「サ

ポーター」という。)を養成し、その活動の内容及び支援について、必要な事項を

定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、サポーターとは、地域包括支援センター(以下「センタ

ー」という。)等と連携し、介護予防に対する関心と意欲をもって、主体的且つ継

続的に介護予防に関する普及啓発活動や地域活動を行う者及び介護予防事業等への

協力を行う者とする。 

(人材の発掘) 

第３条 市は、サポーターを養成するにあたり、センター等と連携し、地域において

介護予防に対する関心や意欲を有する者など、サポーターとして相応しい人材の発

掘に努めるものとする。 

(資格要件) 

第４条 サポーターの資格要件は、市内に住所を有する４０歳以上の者で、市が実施

する介護予防サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)を修了し、市がサポ

ーターとして登録した者とする。 

(養成講座) 

第５条 市は、介護予防に必要な基礎的知識・技術の修得を目的に、介護予防に関す

る講義や実習等を内容とした養成講座を実施するものとする。 

(登録) 

第６条 市は、前条の規定による養成講座の修了者のうち、サポーターとしての活動

を希望する者を登録し、スタッフ証を交付する。 

(活動内容) 

第７条 サポーターはセンター等と連携し、介護予防に関する普及啓発活動及び地域

活動として、主に次に掲げる活動を行うものとする。 

（１）自主的な介護予防に関する地域活動の運営及び実施協力 



（２）センターが行う地域介護予防事業への参画及び実施協力 

（３）センターが行う地域住民グループ支援事業及び介護予防に関する独自事業等へ

の参画及び実施協力 

（４）市が行う介護予防に関する事業への実施協力 

（５）その他、介護予防に関する普及啓発活動及び地域活動 

(人材育成及び活動支援) 

第８条 市及びセンターは、サポーターに対して、次に掲げる人材育成及び活動支援

を行う。 

（１）センターが実施する地域介護予防事業等における活動の場の提供及び支援 

（２）介護予防に関する事業等におけるサポーターの積極的な活用及び支援 

（３）サポーターの交流会、活動報告会及び研修会等の実施 

（４）活動に対する相談、助言及び指導 

 (委託) 

第９条 この事業の実施にあたっては、必要な事務の一部をセンターを運営する法人

に委託することができる。 

(委任) 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関する必要な事項は別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


